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大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員の育児休業等に関する規程 

 

             規 程 第 ３ ３ 号 

             平成１６年４月１日 

      一部改正 平成１７年 ３月３１日 

      一部改正 平成２２年 ３月２６日 

      一部改正 平成２３年 ３月２８日 

      一部改正 平成２５年１０月２２日 

      一部改正 平成２８年１２月２６日 

      一部改正 平成２９年１０月２３日 

      一部改正 令和 ４年 ２月２８日 

      一部改正 令和 ４年 ９月２６日 

 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「機構」という。）

に育児休業等に関する制度を設けて、子（実子及び養子の他、親子関係に準じる者を含

む。以下同じ。）を養育する職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進する

とともに、職務の円滑な運営に資することを目的とする。 

 

 （法令との関係） 

第２条 育児休業等につき、この規程に定めのない事項については、「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第７６号。以

下「育児・介護休業法」という。）、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによ

る。 

 

 （適用範囲） 

第３条 この規程は、機構職員就業規則第３条、機構大学共同利用機関の長に関する就業

規則第３条、機構契約職員就業規則第３条及び機構パートタイム職員就業規則第３条に

定める職員に適用する。 

 

 （育児休業） 

第４条 機構長は、職員（契約職員及びパートタイム職員を除く。）が申し出た場合は、

当該職員の３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達する日まで育児休業さ

せることができる。 

２ 契約職員及びパートタイム職員（以下「契約職員等」という。）が申し出た場合は、

当該契約職員等の１歳に満たない子を養育するため、当該子が１歳に達する日まで、当

該子につき２回まで（第６条第１項後段の申出をしようとする場合は１回まで）、育児

休業させることができる。３ 契約職員等は、子の１歳の誕生日前日（本条第５項に規

定する育児休業の場合は当該子の１歳到達日以後の本人又は配偶者の育児休業終了予定

日。（以下本項において「終了予定日」という。））において契約職員等本人又はその

配偶者が育児休業期間中であり、次の各号の一に該当する事情がある場合に限り、機構

長に申し出て、子の１歳の誕生日又は終了予定日から１歳６ヵ月に達するまでの間で必



 

2 

要な日数について育児休業をすることができる。なお、第１号及び第２号に該当する場

合の育児休業を開始しようとする日は、当該子の１歳の誕生日（本条第５項に規定する

育児休業の場合は終了予定日の翌日（当該申出をする契約職員等の配偶者が育児休業を

する場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌日以前の日））に限るもの

とする。 

一 育児休業の申出に係る子について保育所に入所を希望しているが、入所できない

場合 

二 契約職員等の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、育児に当たる

予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難にな

った場合 

４ 契約職員等は、子の１歳６ヵ月の誕生日前日において契約職員等本人又はその配偶者

が育児休業期間中であり、次の各号の一に該当する事情がある場合に限り、機構長に申

し出て、子の１歳６ヵ月の誕生日又は終了予定日から２歳に達するまでの間で必要な日

数について育児休業をすることができる。なお、第１号及び第２号に該当する場合の育

児休業を開始しようとする日は、当該子の１歳６ヵ月の誕生日（当該申出をする契約職

員等の配偶者が育児休業をする場合には、当該育児休業に係る育児休業終了予定日の翌

日以前の日）に限るものとする。 

一 育児休業の申出に係る子について保育所に入所を希望しているが、入所できない

場合 

二 契約職員等の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、育児に当たる

予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難にな

った場合 

５ 前３項にかかわらず、契約職員等の配偶者が当該子の１歳到達日以前のいずれかの日

において当該子を養育するため契約職員等と同じ日又は先に育児休業している場合に契

約職員等が申し出た場合は、当該子が１歳２ヵ月に達する日までの間で、出生日以後の

産前・産後休暇期間と育児休業期間を合計して１年を限度として育児休業させることが

できる。 

６ 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第６条第１項の申出に係る育児休業開始

予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の１歳到達日の翌日後である場合又は前項

の場合における当該契約職員等の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日

前である場合には、これを適用しない。 

 

（出生時育児休業） 

第４条の２ 機構長は、職員（当該期間内に機構職員勤務時間規程第２１条第２項第７

項及び機構契約職員就業規則第３２条第１項第１３号及び機構パートタイム職員就業

規則２９条第１項第１３号の規定による休暇（以下「産前産後休暇」という。）を取

得した者を除く。）が申し出た場合は、当該職員の子を養育するため、当該子の出生

日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間以内の４週間まで、出生時育児休業さ

せることができる。また、出生時育児休業は、当該職員がまとめて申し出た場合に限

り、一子につき２回まで分割できる。 

２ 出生時育児休業を取得しようとする職員は、出生時育児休業を開始しようとする期

間の初日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「出生時育

児休業終了予定日」という。）を明らかにして、当該育児休業開始予定日（分割して
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休業する場合には早いほうの出生時育児休業開始予定日）の前日から起算して２週間

前までに、育児休業申出書により、機構長に申し出なければならない。なお、育児休

業中に、期間を定めて任用される職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業

を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、

育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 

 

 （適用除外者） 

第５条 前条及び前々条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する職員は育児休業を

することができない。 

一 期間を定めて任用される職員（ただし、申出の時点において、次に該当する者は除

く。） 

イ その養育する子が１歳６ヵ月（前条第４項の場合は、２歳）に達する日を超える

までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない職員 

二 機構と職員の過半数を代表する者との間で締結された育児休業等に関する協定（以

下「育児休業等協定」という。）により育児休業の対象者から除外することとされた

次の職員 

イ 引き続き任用された期間が１年に満たない職員 

ロ 育児休業申出の日から１年以内（前条第３項及び第４項の場合は６ヵ月以内）に

退職することが明らかな職員 

ハ 週の所定勤務日数が２日以下の職員 

三 次に掲げる特別の事情がある場合を除き、当該子について既に育児休業（当該育児

休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで（出産予定日前

に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八

週間を経過する日までの翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっ

ては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までと

する。）の期間内に、職員（産前産後休暇を取得した者を除く。）が当該子を養育す

るためにした第６条の規定による最初の育児休業を除く。）を２回（契約職員等につ

いては、当該子が１歳に達するまでについて２回）したことがある職員 

イ 第１０条第１項第４号に該当して育児休業期間が終了した場合であって、当該産

前産後休暇期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了するまでの間に、当該子

の全てが死亡し、又は養子となったことその他の事情により当該職員と同居しない

こととなった場合 

ロ 第１０条第１項第５号に該当して育児休業期間が終了した場合であって、当該新

たな育児休業期間（以下、この号において「新期間」という。）が終了する日まで

に、新期間に係る子の全てが死亡し、又は養子となったことその他の事情により当

該職員と同居しないこととなった場合 

ハ 第１０条第１項第６号に該当して育児休業期間が終了した場合であって、当該介

護休業期間が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡するに至った

こと又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象

家族と介護休業申出をした職員との親族関係が消滅するに至った場合 

ニ 育児休業申出に係る子の親である配偶者（以下「配偶者」という。）が死亡し、

又は負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により申出に係る子を養育するこ

とが困難な状態になった場合 
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ホ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこと

となった場合 

ヘ 育児休業申出の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について別に

定める様式により機構長に申し出た職員（契約職員等を除く。）が、当該申出に係

る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者が３月以上の期間にわ

たり当該子を常態として養育した場合（この規定に該当したことにより当該子につ

いて既に育児休業したことがある場合を除く。） 

ト 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、

二週間以上の期間にわたり世話を必要とする常態になった場合又は当該育児休業に

係る子について保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面

その実施が行われない場合 

 （育児休業の申出） 

第６条 育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日（以

下「育児休業開始予定日」という。）及び末日（以下「育児休業終了予定日」という。）

を明らかにして、当該育児休業開始予定日の前日から起算して１月前（第４条第３項及

び同条第４項に基づく休業の場合は、２週間前）までに、育児休業申出書により、機構

長に申し出なければならない。なお、育児休業中に、期間を定めて任用される職員が労

働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期

間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものと

する。 

２ 機構長は、当該育児休業の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業

の申出があった日の翌日から起算して１月を経過する日前の日であるときは、当該育児

休業開始予定日とされた日から当該１月を経過する日までの間のいずれかの日を機構長

が休業開始日として指定することができる。 

３ 機構長は、第１項の申出があった場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を当該

申出をした職員に速やかに交付するものとする。  

一 育児休業の申出を受けた旨 

二 育児休業開始予定日（前項の規定により指定をする場合にあっては、当該指定する

日）及び育児休業終了予定日 

三 育児休業の申出を拒む場合には、その旨及びその理由 

四 その他機構長が必要と認める事項 

４ 前項の通知書は次に掲げる日までに当該職員に交付するものとする。 

一 育児休業の申出が育児休業開始予定日の１月以上前にされた場合 育児休業開始予

定日の１週間前の日  

二 第２項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申出があった

日の翌日から起算して３日を経過する日（その日が育児休業申出に係る育児休業開始

予定日より後の日となる場合にあっては、育児休業開始予定日）  

５ 機構長は、育児休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、

当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

 

 （育児休業の期間等） 

第７条 育児休業の期間は、原則として、当該申出に係る子が３歳（契約職員等について

は、当該申出に係る子が１歳）に達するまで（第４条第３項から第５項に基づく休業の
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場合は、定められた時期まで）を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。 

 

 （育児休業期間の変更） 

第８条 育児休業の申出をした職員は、次の各号の一に該当する場合は、育児休業開始予

定日の１週間前までに、育児休業期間変更申出書により申し出ることにより、育児休業

開始予定日の繰り上げ変更することができる。 

一 出産予定日前に育児休業の申出に係る子が出生したとき 

二 配偶者が死亡したとき 

三 傷病等により配偶者が育児休業の申出に係る子を養育できなくなったとき 

四 配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき 

五 育児休業の申出に係る子について保育所に入所を希望しているが、入所できないと

き 

六 育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二

週間以上の期間にわたり世話を必要とする常態になったとき 

２ 育児休業の申し出をした職員は、育児休業終了予定日の１月前（第４条第３項及び第

４項に基づく休業をしている場合は、２週間前）までに育児休業期間変更申出書により

申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更することができる。 

３ 前２項の変更の申出は、原則として１回に限り行うことができる。なお、第４条第２

項に基づく休業とは別に、同条第３項に基づく休業の場合は、子が１歳から１歳６ヵ月

に達するまでの期間内で１回、同条第４項に基づく休業の場合は、子が１歳６ヵ月から

２歳に達するまでの期間内で１回、それぞれ育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行う

ことができるものとする。 

４ 前項の規定に関わらず、職員（契約職員等を除く）は、次の各号の一に該当する場合

は、当該育児休業の申出に係る子が３歳に達する日までの間について、再度本条第１項

及び第２項に基づく変更の申出を行うことができるものとする。 

一 配偶者が負傷又は疾病により入院したとき 

二 配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなったとき 

三 育児休業の申出に係る子について保育所に入所を希望しているが、入所できない

とき 

四 その他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしな

ければその養育に著しい支障が生じるとき 

５ 第６条第３項及び第５項の規定は、前４項に規定する育児休業期間の変更について準

用する。 

 

 （育児休業の効果） 

第９条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

２ 育児休業をしている期間の給与については、給与を支給しない。 

３ 前項のほか、育児休業をしている期間の給与の支給については、職員給与規程第２９

条の規定による。 

 

 （育児休業期間の終了） 

第１０条 育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合に

は、育児休業はその事由が生じた日（第４号、第５号及び第６号に掲げる事由が生じた
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場合にあっては、その前日）をもって終了する。 

一 育児休業終了予定日が到来したとき 

二 育児休業終了予定日の前日までに当該子が第４条に定める年齢に達したとき 

三 育児休業の申出に係る子の死亡等による育児休業消滅事由が発生したとき 

四 育児休業をしている職員が産前産後休暇となったとき 

五 育児休業をしている職員が育児休業の申出に係る子以外の子について新たな育児休

 業を開始したとき 

六 育児休業をしている職員について新たに機構職員の介護休業等に関する規程（以下

「介護休業規程」という。）第４条に定める介護休業が開始されたとき 

七 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、自ら育児休業申出に係る子を

養育することが困難になったとき 

八 育児休業申出に係る子が養子である場合、離縁又は養子縁組の取消しとなったとき 

九 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出を

した職員と当該子とが同居しないこととなったとき 

 

２ 育児休業をしている職員は、前項第３号、第７号から第９号に掲げる事由が生じた場

合には、遅滞なくその旨を機構長に遅滞なく届け出なければならない。 

 

 （育児休業申出の撤回等） 

第１１条 育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに所定の申出書

を機構長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。 

２ 前項により育児休業の申出を撤回した場合、当該育児休業の申出に係る子が３歳（契

約職員等においては１歳）に達するまでの間について１回に限り再度の申出をすること

ができるものとする。 

３ 前項にかかわらず、第４条第２項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条

第３項及び第４項に基づく休業の申出をすることができる。 

４ 育児休業の申出がされた後育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の

一に該当する場合は、育児休業の申出はなかったものとする。この場合において当該事

由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。 

一 育児休業の申出に係る子の死亡等による育児休業消滅事由が発生したとき 

二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、自ら育児休業申出に係る子を

養育することが困難になったとき 

三 育児休業申出に係る子が養子である場合、離縁又は養子縁組の取消しとなったと

き 

四 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出

をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき 

 

 （不利益取扱いの禁止）   

第１２条 職員は、育児休業を申し出たこと、又は取得したことを理由として、解雇その

他の不利益な取扱いを受けない。 

 

 （育児部分休業） 

第１３条 機構長は、職員（次条に定める職員を除く。）が申し出た場合において、第１

５条の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（契約
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職員等においてはその３歳に達するまでの子）を養育するため１日の所定の勤務時間の

一部について勤務させないこと（以下「育児部分休業」という。）ができる。 

 

 （適用除外者） 

第１４条 前条に規定する育児部分休業の適用を除外される者は、第５条第１項第２号（ロ

を除く）に規定される職員とする。  

 

 （育児部分休業の単位） 

第１４条の２ 育児部分休業は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じ

て４時間（契約職員等においては２時間）（子の保育時間（機構職員勤務時間規程第２

１条第２項第８号、契約職員就業規則第３２条第１号第７号及びパートタイム職員就業

規則第２９条第１項第７号に定める休暇をいう。）を取得している職員については、４

時間（契約職員等においては２時間）から当該保育時間を減じた時間）を超えない範囲

内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について３０分を単位と

するものとする。 

 

 （育児部分休業の申出） 

第１５条 育児部分休業の申出は、育児部分休業を始めようとする日の前日から起算して

１月前の日までに、育児部分休業申出書により行うものとする。 

 

 （育児部分休業の効果） 

第１６条 育児部分休業については、職員給与規程第２９条の規定により、その勤務しな

い１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

 

 （育児休業規定の準用） 

第１７条 第６条第３項から第５項まで、第７条、第１０条から第１２条までの規定は、

育児部分休業について準用する。 

２ 育児部分休業の終了予定日の繰り下げ変更の申し出にあたっては、第８条第２項の規

定を準用する。 

 

 （育児を行う職員の早出遅出勤務） 

第１８条 機構長は、次に掲げる職員（パートタイム職員を除く。）が、その子を養育又

は学童保育施設（第２号に規定する施設をいう。）に託児している小学生の子の迎え（以

下「養育等」という。）をするために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場

合を除き、当該職員に始業及び終業の時刻を、当該職員が育児を行うためのものとして

あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務（以下「早出遅出

勤務」という。）をさせることができる。この場合において、当該始業及び終業の時刻

は、それぞれ午前７時以後及び午後１０時以前に設定するものとする。 

一 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 

二 小学校に就学している子のある職員であって、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第６条の２第２項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子（当

該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。）を出迎えるために赴く職

員 
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 （育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等） 

第１９条 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間（以下

「早出遅出勤務期間」という。）について、その初日及び末日とする日を明らかにして、

あらかじめ第１８条の規定による請求を行うものとする。 

２ 第１８条の規定による請求があった場合においては、機構長は、業務の運営の支障の

有無等を含む当該早出遅出勤務の取扱いについて、当該請求をした職員に対して速やか

に通知しなければならない。当該通知後において、業務の運営に支障が生じる日がある

ことが明らかとなった場合にあっては、機構長は、当該日の前日までに当該請求をした

職員に対しその旨を通知しなければならない。 

 

 （育児を行う職員の早出遅出勤務の終了） 

第２０条 次の各号の一に該当することとなった場合には、早出遅出勤務期間はその事由

が生じた日（第３号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了す

る。 

一 早出遅出勤務の請求に係る子の死亡、離縁又は養子縁組の取り消しによる早出遅出

勤務消滅事由が発生したとき 

二 早出遅出勤務の請求に係る子が小学校第６学年の終期を経過したとき。 

三 早出遅出勤務の請求を行った職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

により、早出遅出勤務の請求に係る子の養育等することができない状態になったとき 

四 早出遅出勤務をしている職員について、新たな産前産後休暇、育児休業又は介護休

業が開始されたとき 

 

 （育児休業規定の準用） 

第２１条 第６条第５項、第１１条第４項及び第１２条の規定は、育児を行う職員の早出

遅出勤務について準用する。 

 

 (育児を行う職員の所定外勤務の制限) 

第２２条 機構長は、３歳に満たない子を養育する職員（育児休業等協定によりこの項に

規定する所定勤務時間以外の勤務（以下「所定外勤務」という。）の免除対象者から除

外することとされた次の各号に掲げる職員を除く。）が当該子を養育するために請求し

た場合は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に所定外勤務をさせてなら

ない。 

一 引き続き任用された期間が１年に満たない職員 

二 週の所定勤務日数が２日以下の職員 

 

 （育児を行う職員の所定外勤務の制限の請求等） 

第２３条 前条に係る請求は、その期間中は所定勤務時間を超えて勤務させてはならない

こととなる一の期間（一月以上一年以内の期間に限る。以下「所定外勤務制限期間」と

いう。）の初日（以下「制限開始予定日」という。）及び末日（以下「制限終了予定日」

という。）を明らかにして、当該制限開始予定日の一月前までに、所定外勤務制限請求

書により行なわなければならない。 

２ 前項の規定による請求があった場合は、機構長は、業務の運営の支障の有無について、
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当該請求をした職員に対して速やかに通知しなければならない。当該通知後において、

業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、機構長は、

当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 

３ 所定外勤務制限期間については、機構職員勤務時間規程第７条第３項、契約職員就業

規則第２４条第３項及びパートタイム職員就業規則第２１条第３項の規定で制限する時

間と重複しないものとする。 

 

 （育児を行う職員の所定外勤務の制限の終了） 

第２４条 次の各号の一に該当することとなった場合には、所定外勤務制限期間はその事

由が生じた日（第３号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了

する。 

一 所定外勤務の制限の請求に係る子の死亡、離縁又は養子縁組の取り消しによる所定

外勤務制限時間消滅事由が発生したとき 

二 所定外勤務の制限の請求に係る子が３歳に達したとき 

三 所定外勤務の制限をしている職員について、新たな産前産後休暇、育児休業又は介

護休業が開始されたとき 

 

 （育児休業規定の準用） 

第２５条 第６条第５項、第１１条第４項及び第１２条の規定は、育児を行う職員の所定

外勤務の制限について準用する。 

 

 （育児を行う職員の深夜勤務の制限） 

第２６条 機構長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当

該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものと

して次の各号のいずれにも該当する職員を除く。）が、当該子を養育するために請求し

た場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該職員に深夜勤務をさせて

はならない。 

一 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が１月について３日以下の

者を含む。)であること。 

二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育すること

が困難な状態にある者でないこと。 

三 ６週間(多胎妊娠の場合にあっては、１４週間)以内に出産する予定であるか又は産

後８週間を経過しない者でないこと。 

 

 （育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等） 

第２７条 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間（６

月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。）について、その初日(以下「深

夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の

１月前までに前条の規定による請求を行うものとする。 

２ 前条の規定による請求があった場合は、機構長は、業務の運営の支障の有無について、

当該請求をした職員に対して速やかに通知しなければならない。当該通知後において、

業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、機構長は、

当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。 
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 （育児を行う職員の深夜勤務の制限の終了） 

第２８条 次の各号の一に該当することとなった場合には、深夜勤務制限期間はその事由

が生じた日（第３号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日）をもって終了す

る。 

一 深夜勤務の制限の請求に係る子の死亡、離縁又は養子縁組の取り消しによる深夜勤

務制限消滅事由が発生したとき 

二 深夜勤務の制限の請求に係る子が小学校就学の始期に達したとき 

三 深夜勤務の制限をしている職員について、新たな産前産後休暇、育児休業又は介護

休業が開始されたとき 

 

 （育児休業規定の準用） 

第２９条 第６条第５項、第１１条第４項及び第１２条の規定は、育児を行う職員の深夜

勤務の制限について準用する。 

 

 （雇用保険及び社会保険） 

第３０条 育児休業中の職員の雇用保険及び共済組合の被保険者資格及び共済組合員資 

格は、休業期間中も継続する。 

２ 休業期間中の共済掛金については、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８

号）の定めるところにより、保険料免除の手続きをとるものとする。 

３ 健康保険及び厚生年金保険に加入する職員の保険料については、健康保険法（大正１

２年法律第７０号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の定めるところ

により、保険料免除の手続きをとるものとする。 

 

（雇用環境の整備） 

第３１条 機構長は、育児休業等の円滑な申出及び取得促進のため、次の各号に定める

措置を講ずる。 

一 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員（「契約職員等」を含む）に対す

る育児休業制度の周知及び取得意向の確認 

二 育児休業に係る研修の実施 

２ 前項に定めるもののほか、機構長は、育児休業の取得促進のため、必要な措置を講ず

るよう努める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  

２ この規程の施行日において、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１０９号）に基づき、育児休業又は育児部分休業している職員の当該休業の効果につい

ては、施行日において、これを継承する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第５条第１項第３号ヘの規

定については平成２１年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。 

 （経過措置） 

２ 適用日から施行の日までの期間において育児休業している職員が第５条第１項第３号

ヘの規定による計画書を提出のうえ申し出た場合は、同号の規定による再度の育児休業

をすることができる。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２５年１０月２２日から施行する。 

 
   附 則 

 この規程は、平成２９年１月１日から施行する。 

 
   附 則 

 この規程は、平成２９年１０月２３日から施行し、平成２９年１０月１日から適用する。 

 
   附 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 
   附 則 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

 


